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１ 二次調査ボーリングの考え方について

(1) これまでの一次調査におけるボーリングの考え方

ボーリング調査においては、30ｍメッシュを基本として、必要により 10ｍメッ

シュでボーリングを行うこととしており、周辺自治会からの要望も踏まえつつ、

「有害物調査検討委員会」での助言によりボーリング箇所を設定していく。

（H22.2.15 環境省からの助言等を踏まえたＲＤ事案に関する今後の県の対応

について 抜粋）

① 一次調査のボーリング位置

一次調査のボーリング位置については、環境省告示第１０４号の基本方針に

従い処分場内を 30ｍで区切ったメッシュ内にて実施している。ただし、位置選

定については県が別途定めた「位置決定の原則（第２回委員会資料２の 3-1 頁）」

により、30ｍメッシュの中心に無作為にボーリングするのではなく、表層ガス

調査において VOC や硫化水素の値が高く、有害物が存在する可能性の高い位置

としました。

ボーリング位置が近接するメッシュについては、委員の皆さまの助言を得て、

地温等を参考にボーリング位置を調整して実施しております。

(2) 二次調査ボーリングの考え方

① 二次調査ボーリングの位置（資料１）

一次調査のボーリングは、それぞれの 30ｍメッシュの中で有害物が存在する

可能性が高い位置で実施したことから、一次調査のボーリング位置を中心とし

て、有害物の広がりを調査する。

具体としては、当初設定した 30ｍメッシュを基準に細分割した 10ｍメッシ

ュを基準にして、有害物が検出されたボーリング調査位置が含まれる 10ｍメッ

シュを中心とし、その周囲の８箇所のメッシュの中心においてボーリングを行

う。（二次ボーリング調査のイメージ図を参照）

二次ボーリング調査のイメージ図

二次ボーリング調査のイメージ図

② ボーリングの掘進長

一次調査において土壌環境基準値を超過して検出された深度（３ｍ毎の個別

試料）＋３ｍ（１ブロック分）の深さまで掘削する。

：土壌環境基準以下

：土壌環境基準超過 二次調査ボーリング位置

30m メッシュ

一次調査ボーリング位置

掘削深

一次調査
ボーリング

３ｍ

二次調査
ボーリング

+3m



③ 分析する試料

廃棄物土分析は、一次調査において土壌環境基準値を超過して検出された深

度と同じ深度で、3m 毎の個別試料を採取する。このとき、分析結果が土壌環境

基準値以下の場合（下図の左側）は、それにて調査を完了し、同基準値を超過

して検出された場合には、上下各 3m（1 ブロック）分の試料を個別に採取し、

それぞれ追加分析を行う。

④ 分析項目（物質）

③の採取試料は、一次調査で土壌環境基準値を超過して検出された項目（物

質）について分析する。

⑤ 有害物分布深度が未確定箇所の対応

ア 既存調査で有害物の分布深度が不確定なメッシュについては、既存調査地

点近傍でパイロット孔を実施し、1 次調査と同様に 9m 毎の混合試料（場合

により 3m 毎の個別試料の追加）について分析を行い、有害物の分布深度を

確認する。（オ－６）

２ 自記水位・水質計の設置位置について（資料２）

有害物調査検討委員会で、旧処分場内の浸透水の水位の季節変動を把握しておく必

要があることの助言をいただきましたので、処分場内の観測井戸の一部に自記水位計

を設置し、連続観測を行います。また、一部に水質計を設置し、水位、水温、pH、EC、

ORP の測定を行います。

３ 一次対策工の浸透水揚水井戸の位置について（資料１）

現在、沈砂池付近に３本の揚水井戸（ＲＤ社設置）があり、揚水した浸透水は既

設の水処理施設により処理し、下水道へ放流しています。水処理施設の処理能力に

余裕があることから、地下水への影響を軽減するために、一次対策工において処分

場内で効果が最も期待できる位置に揚水井戸を設置し、浸透水の拡散防止対策を行

う計画です。なお、揚水井戸の設置数は、２箇所を予定しています。

また、県では、浸透水流向の下流に位置し、かつ、揚水量が多く処理効果が高い

と考えられる観測井戸（県 H22－エ－５、県 H22－エ－４）付近に揚水井戸を設置

することを検討しています。

４ 一次対策工（有害物掘削除去工事）に伴う環境対策について（資料３）

作業時に留意する対策項目について対策方針を示しております。今後、実施設計

のなかで具体化していきます。

分析終了
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図 2 次調査（１０ｍ区画）のボーリング調査計画地点図
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５．浸透水・地下水の連続観測

(１） これまでの調査による課題

既存調査の結果から、以下の事項が確認されている。

【水位】

① 既存調査の浸透水・地下水観測は、ある一定期間の手計りによる一斉観測（一部で連続観測）が

実施されており、地下水は概ね南東方向から北西方向に流れていることが確認されている。

今後、掘削除去の対象となる有害物（特に土壌環境基準を超過～３倍値以下のもので、地下水面（浸

透水面）より上位に存在する箇所等）を検討する際には、浸透水位の経時的な変動状況（特に降雨・融

雪等の影響や、流れの変化の有無等）をより詳細に把握しておく必要がある。

水質に関しては以下の事項が確認されている。

【水質】

① 既存廃棄物土分析：溶出液の pH は 6.8～10の範囲で平均約 8.2 を示す。

② 周辺の酸性雨：pHは年平均値で 4.51～4.95 の範囲であり、平均約 4.68 の酸性を示す。

③ 既存浸透水・地下水調査：浸透水の pH は 6.7～10.6 の範囲であるが、周縁地下水の一部では pH

が 4.4～11.2 を示す箇所も確認されている。

また、廃棄物土の溶出特性試験の結果から、浸透水が酸性側またはアルカリ性側の過酷環境下では、

有害物質の溶出量が増加する傾向が認められた。

浸透水・地下水の水質の定期モニタリング調査は年 4 回実施されているが、定期モニタリング調査で

は、現況では上記③のような過酷環境の状況は見られないが、今後、上記の水位変動と同様に、浸透水

質の経時的な変動状況を詳細に把握し、溶出特性試験結果に照らして監視を行う。

(２） 目的

現況における処分場内の浸透水、場内・周縁および下流地下水について、水位・水質（特に pH等）の

経時変動、特に降雨（酸性雨）・融雪による影響の有無を把握することを目的とする。

(３） 調査項目

観測項目、頻度等は、以下に示したとおりである。

① 観測内容・項目：水位計（自記録式水位・水温計）１１箇所

簡易水質計（自記録式：水位、水温、pH、EC、ORP 計）５箇所

による水位・水質の連続観測

② 観測間隔：原則として 1時間間隔

③ データ回収・機器点検：原則として 1 月に 1 回

(４） 調査地点

自記録を用いた連続観測の項目一覧を表-1 に、調査地点を図-1にそれぞれ示す。

浸透水・地下水の水位・水質計の設置の考え方は以下に示したとおりである。

１） 浸透水

【水位計設置の考え方】

・ 処分場内の浸透水の水位変動を把握するため、水位計は処分場内の既設・新設観測井戸の全体に

配置した。

・ 県 E-4 孔については、孔内水が孔底付近にあり、水位計の設置が困難なことから、対象外とした。

【簡易水質計設置の考え方】

・ 処分場内の浸透水分析の結果、pH（6.9～8.6）、EC（72.7～260mS/m）の値を示しており、廃棄物

からの影響が大きい箇所（EC の値が 200mS/m 前後）を中心に、上下流・側方方向に配置した。

・ 県 H16No.5 孔、県 C-1 孔、県 H22-ｸ-5 孔、県 H22-ｷ-7(4)孔については、溶存ガス等の影響を受け、

センサーの故障が発生する可能性が高いことから、水位のみとした。

表-1 連続観測項目・地点一覧（案）

基準値超過
物質

pH
EC

（mS/m）
水位 水質

東側 県C-1
BOD,COD,砒素,
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ

8.6 72.7 ○

中央 県E-2 無 7.0 198 ○ ○

県A-2 無 7.8 82.1 ○

県H22-オ-1(2) 砒素,ほう素 7.4 172 ○ ○

県H22-カ-4 （採水不可） - - ○

県H22-ク-5
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ

6.9 216 ○

県D-3 ほう素 7.3 184 ○ ○

県H22-キ-7(4) 砒素 6.9 162 ○ 中央西側の浸透水の水位変動の把握

県E-4 （採水不可） - - （測定不可）

東側 県A-3 COD,ほう素 7.8 200 ○ ○

中央 県H22-エ-5 鉛,ほう素 7.5 208 ○ ○

西側 県H16No.5
ほう素,
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

7.2 260 ○

11 5

廃
棄
物
層

浸透水分析結果
（H23.7～9）

連続観測

小計

東側

中央

西側

上流

浸
透
水

場
内

中央

下流

場所
対
象

地点名
対象
帯水
層

目的

上流側の浸透水の水位・水質変動の把握

下流側の浸透水の水位・水質変動の把握

中央部東側の浸透水の水位・水質変動の把握

中央部の浸透水の水位・水質変動の把握
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県 A-2
【水位・水温】

県 C-1
【水位・水温】

県 D-3
【水位・水温】

県 H16No.5
【水位・水温】

県 E-2
【水位・水温】

県 A-3
【水位・水温】

県 H22-ｵ-1(2)
【水位・水温】

県 H22-ｴ-5
【水位・水温】

県 H22-ｶ-4
【水位・水温】

県 H22-ｸ-5
【水位・水温】

県 H22-ｷ-7(4)
【水位・水温】

県 E-4
（測定不可）

凡 例

連続観測井戸【水位・水温】

既設観測井戸

既存・新規ボーリング調査地点

図-1 場内浸透水の連続観測計画図【水位】（案）

【水位計設置の考え方】
・処分場内の浸透水の水位変動を把握するため、水位計は処分場内の既設・新設観測井戸の全体に配置した。
・県E-4孔については、孔内水が孔底付近にあり、水位計の設置が困難なことから、対象外とした。（なお、県H22カ-4孔については、同様の傾向を示すが、砂溜まり区間を設置していることから、水位計の設置は可能である。）
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県 A-2
・pH：7.8
・EC：82.1（mS/m）

県 C-1
・pH：8.6
・EC：72.7（mS/m）

県 D-3
・pH：7.3
・EC：184（mS/m）
【pH、EC、ORP 等】

県 H16No.5
・pH：7.2
・EC：260（mS/m）

県 E-2
・pH：7.0
・EC：198（mS/m）
【pH、EC、ORP 等】

県 A-3
・pH：7.8
・EC：200（mS/m）
【pH、EC、ORP 等】

県 H22-ｵ-1(2)
・pH：7.4
・EC：172（mS/m）
【pH、EC、ORP 等】

県 H22-ｴ-5
・pH：7.5
・EC：208（mS/m）
【pH、EC、ORP 等】

県 H22-ｶ-4
（採水不可）

県 H22-ｸ-5
・pH：6.9
・EC：216（mS/m）

県 H22-ｷ-7(4)
・pH：6.9
・EC：162（mS/m）

県 E-4
（採水不可）

凡 例

連続観測井戸【pH、EC、ORP等】

既設観測井戸

既存・新規ボーリング調査地点

図-2 場内浸透水の連続観測計画図【簡易水質】（案）

【簡易水質計設置の考え方】
・処分場内の浸透水分析の結果、pH（6.9～8.6）、EC（72.7～260mS/m）の値を示しており、廃棄物からの影響が大きい箇所（ECの値が200mS/m前後）を中心に、上下流・側方方向に配置した。
・県H16No.5孔、県H22-ｸ-5孔等については、溶存ガス等の影響を受け、センサーの故障が発生する可能性が高いことから、前述の水位のみとした。
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３）一次対策における有害物掘削除去工事に伴う環境対策について

一次対策における有害物除去工事を安全に実施すること、すなわち処分場周辺の生活環境の保全、ならび

に作業員の作業環境の安全確保を目的として、以下の環境安全対策を実施する。

表-4.4.4 有害物掘削除去工事に伴う環境対策の方針

対策項目 想定される問題 対策方針

ガス・臭気 ● 硫化水素や VOCs などの有害ガ

スや臭気性ガス、廃棄物からの悪

臭などが、掘削工事に伴い、周辺

に拡散する可能性がある。

● 可燃性ガス（メタン等）の発生に

より爆発・火災のリスクがある。

● 掘削工事中のスプレー散水（写真-4.4.2）やミスト（霧）

散水（写真-4.4.3）により、ガスや臭気の飛散を抑制する。

● 掘削中にガスや臭気の発生源が露出した場合には、発見

後速やかに掘削除去し、密閉容器に封入後、適正処分す

る。

● 可燃性ガスについては、可燃性ガスの複合ガス検知機に

より、常時監視を行う。

粉じん飛散

防止対策

● 掘削工事に伴って、廃棄物混じり

土砂等からの粉じんが飛散する。

● 廃棄物運搬車両等の場内運行行

の際に、粉じんが飛散する。

● 仮囲い等の設置により、風による粉じんの飛散を抑制す

る（図-4.4.6、写真-4.4.1）。

● 掘削工事中のスプレー散水やミスト（霧）散水により、

粉じんの飛散を抑制する。

● 廃棄物場外搬出運搬車両には、荷台をシートで覆った車

両（写真-4.4.4）、あるいは密閉型の天蓋付き車両（写真

-4.4.5）を使用する。

● タイヤによる粉じんの発生を抑制するため、工事車両は

低速度走行（場内：時速 10km 以下）を遵守する。また、

通路面への散水（散水車等）により、粉じんの飛散を抑

制する。

● 場外搬出時には、運搬車両を洗浄する（写真-4.4.5）。

有害物質汚染拡

散防止対策

● 掘削工事に伴って、液状廃棄物入

りの容器（ドラム缶等）を破損し、

内容物が漏洩して、地下に浸透す

る。

● 掘削工事に伴い、宙水（廃棄物中

のたまり水）が攪拌されることに

より、有害物質の地下浸透が促進

される。

● 容器の破損により中の液状廃棄物が漏洩した場合には、

周辺の液状廃棄物浸潤土砂を速やかに掘削除去し、密閉

容器に封入後、適正処分する。

● 雨水が廃棄物層内に浸透することを抑制するため、工事

前の事前準備として、シートによるキャッピングを行う。

● 掘削中に廃棄物に触れた雨水等が発生した場合には、速

やかに揚水ポンプで汲み上げ水処理施設において処理す

る。なお、雨天時の掘削作業は原則として行わない。

騒音・振動対策 ● 工事車両による騒音・振動の問題

が発生する。

● 騒音については、工事エリアを仮囲いで覆うことによっ

て、騒音の拡散を抑制する。

● 振動の発生を抑制するため、工事車両は低速度走行（場

内：時速 10km 以下）を遵守する。

交通安全対策 ● 工事車両による廃棄物の場外搬

出に伴う交通問題が発生する。

● 工事車両運転手に対する交通安全教育を行い、交通法令

の遵守を徹底する。

● 工事車両には、本対策工事の関係車両であることを明示

する（図-4.4.7）。

環境モニタリング ● 周辺環境に対する影響の有無を

確認し、問題が生じた場合には適

切に対処する必要がある。

● 以下の項目について、工事前、工事中、工事後を通じた

周辺環境モニタリングを実施する。なお、測定地点とし

ては、掘削工事エリア境界部と、人家が最も近接する、

北尾団地側敷地境界部とする。

① ガス・臭気・粉じん濃度、騒音の測定

② 浸透水・周辺地下水の水質のモニタリング

写真-4.4.1 仮囲いの例

写真-4.4.3 ミスト散水の例

写真-4.4.2 スプレー散水の例

図-4.4.6 仮囲い（防塵対策設備）標準図

写真-4.4.4 廃棄物運搬車両（シートで覆った事例）

写真-4.4.5 廃棄物運搬車両の洗浄（天蓋付き車両）

図-4.4.7 廃棄物運搬車両の表示事例

産業廃棄物運搬車両


